
令和７年度第２回医療審議会
報告資料２

横須賀・三浦地域における病床の取扱い



概要

⚫ 湘南病院（横須賀市鷹取１－１－１）の開設者から事業終了の申出を
受け、本県の病床の取扱いに係る手続きに基づき、三浦半島地区保健医
療福祉推進会議、県精神保健医療審議会及び県保健医療計画推進会議で
「当該病院が廃止になった場合の地域医療への影響」について意見を聴
取しました。

⚫ 本資料では、本事案のこれまでの経緯、本県の病床の取扱いに係る要
綱上の整理を説明するとともに、関係会議体での意見聴取結果及び知事
が要綱上の適用除外の要否を決定したことについて報告します。

⚫ また、本事案の検討を踏まえ、いわゆる事業承継に伴う病床の取扱い
を一部変更することとしたので、併せて報告します。
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１ 本事案のこれまでの経緯

日時 経緯

令和７年
８月

・社会福祉法人湘南福祉協会から横須賀市長宛て、医療法人徳洲会に対して事業承継
について申出…（別紙１）

同年８月 ・横須賀市長から神奈川県知事宛て、病院継続についての要望…（別紙２）

同年８月
・ 令和７年度第１回三浦半島地区保健医療福祉推進会議にて意見を聴取
・ 会議の参加者から本県における事業承継に伴う病床の取扱いについて提案

同年９月 ・ 令和７年度第１回精神保健福祉審議会にて意見を聴取

同年９月
・ 令和７年度第２回神奈川県保健医療計画推進会議にて意見を聴取
・ 本県における事業承継に伴う病床の取扱いの今後の方向性について整理

同年12月 ・ 令和７年度第２回三浦半島地区保健医療福祉推進会議にて改めて意見を聴取
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２ 「病院等の開設等に関する指導要綱」の整理

「病院等の開設等に関する指導要綱」の整理

原則
・病院が廃止された場合、病床は返上する。
・当該地域の既存病床数が基準病床数を上回る場合、病床整備（配分）はできない。

適用
除外

（第８条）
開設者の変更のうち、病院等の開設者の医療法人化、親族への継承によらない場合
であって、その開設する病院が廃止することによって、救急医療体制が維持できな
い等地域医療に重大な影響が生じる懸念があるとして、地域の関係団体（自治体若
しくは医師会又は病院協会等）から医療機能の継続が要望された場合について、知
事は、その医療機能の継続の必要性について、当該二次保健医療圏に関する事項を
所掌する地域医療構想調整会議、神奈川県保健医療計画推進会議（精神病床を有す
る場合は神奈川県精神保健福祉審議会）の意見を確認し、その結果を踏まえて事前
協議を要しないものとするか否かを決定する。

○ 本県では「病院等の開設等に関する指導要綱」を定め、病院等の開設者の医療法人化、
親族への継承によらない場合のいわゆる事業承継に伴う病床の取扱いについて、次のと
おり整理してきた。
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県医療審議会
（会長：県医師会長、招集者（会長不在時）：県知事）

＜報告内容＞
・適用除外の要否について、各会議への意見聴取結果を
踏まえた知事の決定を報告

・地域医療構想調整会議
（地区保健医療福祉推進会議）
（会長：各郡市医師会長等、 招集者（会長不在時）
：保健医療部長又は保健福祉事務所長）

・県精神保健福祉審議会（精神病床）

＜意見聴取内容＞
・適用除外の要否について

県保健医療計画推進会議
（会長：県医師会副会長、招集者（会長不在時）：保健医療部長）

＜意見聴取内容＞
・適用除外の要否について、地域医療構想調整会議の
意見聴取結果を踏まえ、意見を確認⑤結果報告

④意見聴取
病
院
開
設
者

神
奈
川
県
知
事

⑦結果報告

②意見聴取

③結果報告

関
係
市
町
の
長
等
（横
須
賀
市
）

①相談

①‘
要望

⑧結果通知

⑥適用除外の
要否を決定

⑧結果通知

【参考】「病院等の開設等に関する指導要綱」の整理（協議プロセス）
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３ 協議スケジュール

日時 経緯

令和７年８月
（済）

・令和７年度第１回三浦半島地区保健医療福祉推進会議にて意見を聴取
〔協議の流れ：③〕

同年９月
（済）

・ 令和７年度第１回精神保健福祉審議会にて意見を聴取〔協議の流れ：③〕

同年９月
（済）

・上記意見聴取の結果を取りまとめの上、令和７年度第２回保健医療計画推進
会議において意見聴取〔協議の流れ：④、⑤〕

同年12月
（済）

・令和７年度第２回三浦半島地区保健医療福祉推進会議にて意見聴取

令和８年３月
（済）

・令和７年度第２回保健医療計画推進会議の結果を踏まえて、適用除外の要否に
ついて知事が決定

同年３月
（本日）

・令和７年度第２回県医療審議会へ結果を報告〔協議の流れ：⑦〕

同年３月 ・結果について、関係市町の長、病院開設者へ通知〔協議の流れ：⑧〕
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４ 関係会議体での協議結果について

【三浦半島地区保健医療福祉推進会議】（令和７年８月20日開催）
〇 事業承継について了承。
〇 また、事業承継を機に、地域で必要な病院の機能や役割を議論し、それに合わせて機能変更する
ことも含めて認めてはどうか。

【精神保健福祉審議会】（令和７年９月17日開催）
〇 事業承継について了承。
【保健医療計画推進会議】（令和７年９月30日開催）
〇 事業承継について了承。

協議結果
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〇 事業承継については、「病院等の開設等に関する指導要綱」において、手続きや考え方等を規定し
ているが、本県では、過去の地域からの意見や先例等も踏まえつつ、次の点も地域医療構想調整会議
等で意見聴取してきた。
① 当該医療機関の存在する地域からの理解があること
② 事業承継にあたっては、承継前の医療機関の病床機能の変更はしないこと
③ 事業承継後、10年間は承継時の病床機能を維持すること

⇒ 事業承継を機に機能変更を認めることは、これまでの考え方を変更することになり、他の地域にも

影響を及ぼすことから、第２回神奈川県保健医療計画推進会議で協議し、次スライドの考え方を了承

（この考え方は、第２回三浦半島地区保健医療福祉推進会議（令和７年12月10日）でも報告・了承）

事業承継に伴う機能変換に係る論点



〇 事業承継時には、（これまでどおり）医療機能等を維持したまま承継する。

〇 ただし次の場合は、承継後10年を待たず※とも、機能変更等について地域医療構想調整会
議で事前に意見を聴取した上で、県が必要と認めた場合は、機能の変更等を行う。
（※承継後、概ね3ヶ月以上の稼働は必要。）

・ 承継後の病床の稼働状況や経営状況等から、経営改善の見込みが立たず、
病院の維持が困難になる可能性が認められる場合

・ 地域の医療需要を踏まえ、より適切な機能へ転換することが望ましいと
認められる場合

〇 なお、機能変更した病床については次の点に考慮するよう、県から承継先に説明を行う。
（県から承継先に文書を発出することも検討。）
① 一定期間はさらなる機能変更を行わないこと。
② ダウンサイジングした場合は、一定期間は病床の増床を行わないこと。

５ 本県における事業承継に伴う病床の取扱いに関する今後の考え方
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【参考】第２回神奈川県保健医療計画推進会議での主な意見

〇 承継前の機能を維持してもらうことが原則だが、病院を取り巻く状況等を踏まえ、ある程

度承継前の機能等を変更しなければ継続ができないというのは今後も出てくる事象である。

〇 こうした状況を踏まえると、地域医療構想調整会議にて、地域の関係者の意見を聞いた上

で機能転換してもよいということであれば認めるべきではないか。

〇 一方、機能転換等により、地域の医療従事者が流動することや過去に県内で事業承継をし

た病院が機能等を変更しないルールを守っていることも考慮すべきである。

〇 また、事業承継は事業を継続することを前提とした例外のルールであることを踏まえると、

承継時は機能等をそのまま承継し、稼働後に機能等を変更することについて地域の理解が得

られれば認めるという事がこれまでの本県のルールとも整合性がとれて良いのではないか。

主な意見
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事業承継に伴う病床の取扱いの変更の整理も踏まえて、

湘南病院の事業承継については以下のとおりとする。

① 事業承継時は、事業承継前の病床機能等を維持して事業承継を
行う。

② 事業承継後の実際の稼働状況を見て、病床機能の変更等の必要
があれば三浦半島地区保健医療計画推進会議等で意見聴取をした
上で機能変更等を行うことを認めることとする。

６ 湘南病院の事業承継について
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７ 知事の決定

三浦半島地区保健医療福祉推進会議、県精神保健医療審議会及び県保健

医療計画推進会議での意見聴取結果を踏まえ、湘南病院の病床の承継につ

いては、病院等の開設等に関する指導要綱第８条に定める適用除外の案件

とする。
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（参考）横須賀市作成資料（湘南病院が廃止となった場合の地域医療への影響）
令和７年度第１回三浦半島地区保健医療計画推進会議資料より
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（参考）横須賀市作成資料（湘南病院が廃止となった場合の地域医療への影響）
令和７年度第１回三浦半島地区保健医療計画推進会議資料より
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（参考）横須賀市作成資料（湘南病院が廃止となった場合の地域医療への影響）
令和７年度第１回三浦半島地区保健医療計画推進会議資料より
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（参考）横須賀市作成資料（湘南病院が廃止となった場合の地域医療への影響）
令和７年度第１回三浦半島地区保健医療計画推進会議資料より
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（参考）横須賀市作成資料（湘南病院が廃止となった場合の地域医療への影響）
令和７年度第１回三浦半島地区保健医療計画推進会議資料より
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（参考）横須賀市作成資料（湘南病院が廃止となった場合の地域医療への影響）
令和７年度第１回三浦半島地区保健医療計画推進会議資料より
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令和７年度第１回三浦半島地区保健医療計画推進会議資料より

（参考）横須賀市作成資料（湘南病院が廃止となった場合の地域医療への影響）



説明は以上です。
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